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１.はじめに  

三年にわたる新型コロナウイルス感染症の拡大、ロシアのウクライナ侵攻によるエネル

ギー・食糧危機や世界規模の物価高、さらには温暖化による気候変動など我々を取り巻く環

境が急激に変化する中、経済社会活動の回復に向けて、グリーントランスフォーメーション

（ＧＸ）やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推進するとともに、地域経済の活

性化と市民生活の維持、向上に向けた取り組みを行っていく。 
 

２．国と地方の経済動向について  

内閣府が発表した１０月の月例経済報告では、「景気は、緩やかに持ち直している。」と

し、先行きについては、「ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策

の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引き締

め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。ま

た、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があ

る。」としている。 

また、北海道地域の景況判断（９月）では、前回（６月）の「持ち直しの動きがみられ

る。」から「緩やかに持ち直している。」へと、改善の兆しが見られる。 

 ４－６月期のＧＤＰ速報値においては、実質成長率+0.9％、名目成長率+0.6％となり、前

期の１－３月期の実質成長率+0.1％、名目成長率+0.4％から比較すると家計の最終消費支

出や企業設備がともに増加したことにより上方改定されている。 
 

３．国の予算編成と地方財政について  

令和４年７月２９日の閣議における「令和５年度予算の概算要求に当たっての基本的な

方針について」では、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身

を大胆に重点化することとし、新しい資本主義の実現に向け、「人」「科学技術・イノベーシ

ョン」「スタートアップ」「グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）」「デジタルトランス

フォーメーション（ＤＸ）」を進めるため、「重要政策推進枠」を措置するとしている。 

 総務省は、令和５年度の地方財政について、一般財源総額を令和４年度の水準を下回らな

いよう実質的に同水準を確保するとしているが、「概算要求時における地方財政収支の仮試

算」では、歳出の一般歳出合計は前年度比 0.7％の増（主な要因は社会保障費の増）となっ

ている一方、歳入の水準超経費を除く一般財源総額は 0.3％の増に留まっており、裁量的な

経費の上積みは望めない状況である。 

 

４．本市の財政状況について  

 中期財政収支見通し（令和５～８年度）では、４年間で約２８億円の収支不足が見込まれ

ている。（別紙 1） 

歳入では、人口減少により一般財源の根幹をなす地方交付税は縮小傾向にある中、市税の

伸びも期待できない状況にある。 

一方、歳出では、高い公債費負担が続く中、公共施設や道路などのインフラ施設の更新及

び老朽化対策、さらにはデジタル社会の推進、脱炭素化社会の実現などに向けた取り組みが

求められている。 

これらを踏まえ、全職員がデジタル技術を積極的に活用し、市民サービスの向上や事務の

効率化にしっかり取り組む必要がある。 
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５．予算編成について  

令和５年度予算は、行政サービスを含めた地域のデジタル化と地域経済の活性化に向け

た視点を持ちつつ、下記の５項目を重点施策とし、課題の解決と将来を展望した施策を展開

する。 

一方で、事業効果や必要性の乏しい事務事業については事業の再構築（スクラップアンド

ビルド）を含めた整理を行うなど、財政規律のバランスを念頭に多角的な視点での見直しに

よる歳出削減や国の補助金の活用など自らが財源確保に努めた予算要求とすること。 

 

 

【 ５つの重点施策 】 

① 『ひとにやさしく、ひとを育むまち』 

・ 地域医療の充実を図ること 

・ 子育て環境の充実を図ること 

・ 障がい者や高齢者が暮らしやすい環境づくりを推進すること 

・ 教育環境の改善やＩＣＴ教育などを推進すること 

② 『グリーンなまち』 

・ 脱炭素や再生可能エネルギーの導入を推進すること 

③ 『活力あふれるまち』 

・ 農水産物の競争力強化を図ること 

・ 産業のデジタル化支援など地域経済の活性化を図ること 

・ 魅力ある観光地づくりを推進すること 

・ 若者によるものづくりや資格取得を推進すること 

④ 『安全・安心なまち』 

・ 新型コロナウイルス感染症への対応を図ること 

・ 公共施設、生活インフラ施設の長寿命化など安全確保を図ること 

⑤ 『デジタルを推進するまち』 

・ 行政手続きのオンライン化や電子決済など市民の利便性向上を図ること 

 

 

６．公共施設等について  

公共施設等の改修、更新、廃止、解体などの取組みは、「網走市公共施設等総合管理計画」

に基づき、全庁的な共通認識の下で進めるものとする。 

予算要求にあたっては、利用実態、今後の利用予測、周辺エリア施設の利活用、トータル

コストなどを十分に分析、検討するとともに総量の縮小を基本とすること。 

また、個別施設計画を策定していない場合は、早急に策定すること。（全施設対象） 
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７．予算要求の基本的事項  

中期財政収支見通しでは、多額の収支不足が見込まれることから、各部において、事務事

業の見直しや歳入確保に努めること。 

 

（1）予算の配分について  

①部別配分方式 

収支不足に係る財源を捻出するため、事業の目的やその成果を検証することにより、ス

クラップアンドビルドを検討すること。 

団体への運営補助は、積立金を含めた団体の収支状況を加味して行うよう努めること。 

各部配分額は別紙２のとおりとする。 

５０万円未満の「新規・拡充事業」に係る財源については、事務事業全体の見直しに

より生み出すものとし、不足がある場合は部内にて調整すること。 

事業の完了・廃止を行う場合は、事業統合や規模縮小の可否について検討を行うこと。 

また、小規模な事業であってもサービス低下の影響について熟慮し判断すること。 

「新規・拡充事業」、「各種見直し事業」については、一件審査のため配分は行わない。 

要求にあたっては、事業内容、見積り内容を精査すること。 

なお、配分額を超える要求については、新規・拡充一般枠に準じて取り扱うこととし、

中事業全体を査定対象とする。 

 

②予算額と決算額の乖離の見直し 

予算規模の適正化を図るため、令和３年度の予算額と決算額の乖離（不用額）が大きな

事業（決算乖離事業）及び令和４年度の予算の執行状況について確認が必要な事業（決算

反映事業）については、部別配分方式によらず、事業の必要性等を再検討すること。 

 

③事務事業の見直し 

 総合計画や総合戦略、公共施設等総合管理計画に基づき、すべての事業において、事業

の内容、効果を今一度検証し、事業の再構築、新たな事業への展開、完了、廃止などを検

討すること。 

 また、監査より補助金等を交付している団体において多額の繰越金の発生や余剰金発

生の常態化が見られるとの指摘を受けたことから、対象事業の目的と内容、公益上の必要

性を精査し、適切な事務事業の見直しを図ること。 

 

 

（2）新規・拡充事業の予算要求について  

①重点施策枠 

５つの重点施策に基づく事業については、配分額とは別枠での要求可とする。 

 

②新規・拡充一般枠（５０万円以上のものに限る。） 

網走市総合計画または網走市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく事業であって

先進的事例や業務の効率化、歳入拡大を図る事業等に新たに取り組むもの。 
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８．複数年度予算管理について（５ヵ年見込み額の把握）  

中期的視点に立った財政運営を図るため、引き続き、以降５ヵ年の予算見込み額をとりま

とめることとし、令和６年度から令和９年度までの要求額を、令和５年度要求額や各種計画

に基づき、財務マネジメントシステムに入力するものとする｡ 

建設事業については、基本的に中期財政収支見通しに計上しているが、新たに計上する事

業については積算根拠などの資料を提出すること。 

 

 

９．個別事項  

（1）歳入に関する事項  

①市税 

一般財源の根幹をなすものであり、税制の動向、新型コロナウイルス感染症の影響等、

国内経済情勢や地域経済の動向分析等を多角的に行い過大、過小とならないよう的確な

見積りに努めること。 

過小見積りは、結果として必要以上の歳出削減が生じることに留意すること。 

賦課においては課税客体の完全捕捉に努め、徴収にあたっては、非常に厳しい地域経済

の状況であるが、収納率の向上に努めること。 

②国・道支出金 

国の動向を注視し、早期の情報収集に努め、補助事業等の活用に取り組み、特定財源を

確保すること。 

また、北海道の財政状況も極めて厳しい状況と見込まれることから、道単費の補助金に

ついても同様に注視すること。 

③使用料・手数料 

市民負担の公平の観点からも収納率の向上に努め、前年度以上の収納率とすること。 

また、新たな事項や状況により変更が必要なものについては、コストを的確に算出し、

適正な価格を設定すること。 

④市債 

起債対象経費を精査するとともに、充当率については財政課と事前協議すること。 

なお、時限的に交付税措置が拡大されている公共施設等適正管理推進事業や緊急自然

災害防止対策事業、緊急浚渫推進事業といった市債を積極的に活用すること。 

 

 

（2）歳出に関する事項  

①建設事業費 

中期財政収支見通しに計上された範囲内とし、補助事業については、国への要望額をそ

のまま要求額としないこと。単独事業については国や道の補助制度が活用できないか確

認し、安易に単費での要求としないこと。 

また、時限的に財政措置が拡大されている事業などの要求を優先的に予算化するので、

事業量の平準化に配慮しつつ、通常事業の振替など積極的に取り組むこと。 
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②施策事業費 

政策検討会で議論された課題などを踏まえ、５つの「重点施策」と「総合戦略」を念頭

に新規事業の所要額を精査し要求すること。また、庁内連携はもとより、大学、他市など

との連携強化を図ること。既存事業については、効率性、効果性、市民ニーズなど多角的

な視点での見直しにより徹底した経費縮減を図ること。 

 

③経常行政費、施設管理運営費 

内部事務管理費など市民サービスに直結しない経費や施設の維持管理費については、

配分に限らず自らが縮減見直しを図ること。また、施設については、人口減少や利用実態、

類似施設などを考慮し、総量の縮小を図ること。 

④義務費 

扶助費は前年度決算及び本年度の決算見込みを十分に分析した上で、所要経費を精査

し的確な見積りを行うこと。過大な見積りが、結果的に他の事業の縮減につながることに

留意すること。特に制度改正の動向に十分留意すること。 

⑤その他事業費 

所要経費を精査し、的確な見積りを行うこと。 

特別会計（事業会計）繰出金及び消防負担金については、経費を区分した上で、それぞ

れの事業区分に準じた予算要求とすること。 

⑥車両の購入について 

別紙３「車両購入に係る予算要求基準」に基づき予算要求すること。 

なお、予算要求基準に基づく車両更新計画一覧に掲載された車両であっても、車両状態

を確認し、次期車検まで使用可能と見込まれる場合の要求は慎むこと。 

⑦燃料費及び光熱水費について 

積算にあっては、燃料費調整単価など近況を踏まえ要求すること。 

また、新電力は価格高騰が予想されることから、安易な乗り換えは行わないこと。 

⑧時限的なインフラ対策等について 

時限的に交付税措置が拡大されている公共施設等適正管理推進事業（～R8 脱炭素は

～R7）、緊急自然災害防止対策事業（～R7）、緊急防災・減災事業（～R7）、緊急浚渫推進

事業（～R6）、「防災・減災、国土強靭化のための 5か年加速化対策」に鑑み新設された補

助金等を活用して実施する事業に積極的に取り組むこと。 

⑨デジタルファーストの取り組みについて 

デジタルファースト宣言に掲げた、「関係人口創出」「市民サービス」「行政運営」につ

いては、デジタルに置き換えられるものは予算の振り分けもＤＸを基本に据えること。誰

一人取り残さない、人に優しいデジタル化により、人口減少や新たな日常に対応した、持

続可能な街づくりを推進すること。 

また、電子マネーなどによる電子決済の導入、各種申請手続きや研修・会議などのオン

ライン化を進めるほか、デジタル・ソーシャルメディアの活用など対象者に応じて的確に

情報が伝達されるよう努め、刊行物やポスター等印刷物のデジタル化を図ること。 
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（3）特別会計及び事業会計に関する事項  

特別会計や事業会計も財政の健全度を示す指標の算定では、連結決算の対象であること

を十分に認識し、徹底した歳入確保及び歳出削減を図ること。一般会計と同様に、中期財政

収支見通し（５ヵ年）を策定し、予算要求書と同時に提出すること。（様式は任意） 

過大な見積りや中期財政収支見通しに計上されていない一般会計からの繰り出しは認め

ない。また、それぞれの会計においては、次の事項について留意すること。 

①国民健康保険会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計について 

給付費等の積算にあたっては、制度改正を的確に把握するとともに過大とならないよ

う精度の向上を図ること。 

特に多額の不用額が常に生じている事業は、過大な見積りにより結果的に他の事業の

縮減につながることに留意すること。 

 

②市有財産整備会計、網走港整備会計、能取漁港整備会計 

土地の売却、有効活用（貸付）に全力を尽くし、あらゆる方策を検討すること。 

赤字会計の歳出に関しては、必要最小限とすること。 

なお、能取漁港整備会計は、資金不足比率を注視した予算編成、予算執行とするため、

今後５年間の資金不足比率の見通しに関する資料を提出すること。（様式は任意） 

 

③水道会計、簡易水道会計、下水道会計 

独立採算制の原則に基づき、より一層の経営の健全化を図ること。 

また、地方公営企業法の適用により、将来にわたって持続可能な経営を確保し、「経営

の見える化」による経営基盤の強化を図ること。 

 

予算編成スケジュール 

１１月２２日（火）   予算編成方針通知 

１２月 ５日（月）   新規・拡充等に係る事業名称追加の締切【期限厳守】 

１２月１４日（水）   予算要求締切【期限厳守】 

１２月１９日（月）～２８日（水） 市長・副市長ヒアング【予定】 

 １月 ５日（木）頃～ 市長・副市長懸案事項再ヒアリング【予定】 



 

(単位：百万円)

R4年度予算額 R5年度見込額 R6年度見込額 R7年度見込額 R8年度見込額

内一般財源 内一般財源 内一般財源 内一般財源 内一般財源

　歳入合計（Ａ） 24,000 13,073 25,006 13,727 25,495 13,925 22,793 13,380 22,145 12,895

　一般財源小計 12,873 12,873 12,866 12,866 12,818 12,818 12,810 12,810 12,299 12,299

市税 4,740 4,740 4,765 4,765 4,686 4,686 4,688 4,688 4,690 4,690

地方譲与税・交付金等 1,403 1,403 1,313 1,313 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318

地方交付税 6,674 6,674 6,732 6,732 6,758 6,758 6,748 6,748 6,235 6,235

　　普通交付税（臨財債含む） 5,874 5,874 5,932 5,932 5,958 5,958 5,948 5,948 5,435 5,435

　　特別交付税 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

その他一般財源 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

　特定財源　小計 11,127 200 12,140 861 12,677 1,107 9,983 570 9,846 596

国・道支出金 3,928 3,919 3,850 4,119 4,057

基金繰入金 1,500 200 918 861 1,168 1,107 634 570 660 596

市債（臨財債除く） 1,558 3,142 3,567 1,175 1,147

その他特定財源 4,141 4,161 4,092 4,055 3,982

　歳出合計（Ｂ） 24,000 13,073 25,653 14,490 26,178 14,720 23,140 13,845 22,934 13,708

　義務的経費 9,395 6,069 9,227 6,608 9,440 6,832 9,145 6,545 9,107 6,505

人件費 2,386 2,165 2,238 2,138 2,431 2,326 2,299 2,199 2,389 2,284

　　職員給（給料、手当、共済費） 2,284 2,068 2,238 2,138 2,273 2,173 2,299 2,199 2,312 2,212

　　退職金 102 97 0 0 158 153 0 0 77 72

議員・委員報酬等 136 134 144 143 144 143 144 143 144 143

公債費 3,328 2,531 3,325 3,002 3,368 3,056 3,206 2,895 3,159 2,847

扶助費 3,219 964 3,216 1,022 3,211 1,021 3,207 1,020 3,204 1,020

債務負担（国営・建設費償還補助等） 326 275 304 303 286 286 289 288 211 211

　政策的経費 4,694 881 6,585 1,676 7,142 1,805 4,368 1,217 4,357 1,214

ソフト事業費(施策事業費) 2,460 668 2,689 1,282 2,410 1,098 2,367 1,061 2,366 1,059

ハード事業費(建設事業費) 2,234 213 3,896 394 4,732 707 2,001 156 1,991 155

　その他の経費 9,911 6,123 9,841 6,206 9,596 6,083 9,627 6,083 9,470 5,989

施設管理運営費 2,632 2,086 2,576 2,054 2,563 2,040 2,557 2,035 2,559 2,038

経常行政費 2,295 1,452 2,310 1,558 2,262 1,529 2,252 1,472 2,219 1,475
その他事業費(繰出金、消防負担金他) 4,984 2,585 4,955 2,594 4,771 2,514 4,818 2,576 4,692 2,476

　差引収支（Ａ－Ｂ） 0 △ 763 △ 795 △ 465 △ 813

R4～R8における収支不足見込額 △ 2,836

R3末 R4末 R5末 R6末 R7末 R8末

　基金の残高推移（取崩可能） 5,398 5,357

　起債残高の推移 33,678 33,399 33,489 34,012 32,308 30,654

網  走  市  中  期  財  政  収　支　見　通　し　（R4～Ｒ8）
別
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施策事業費･経常行政費･施設管理運営費 

各部財源配分額 

 

部    名 
施策事業費 

配分一般財源額（千円） 

経常行政費･施設管理運営費

配分事業費額（千円） 

企 画 総 務 部 23,886 401,198 

市 民 環 境 部 21,651 671,335 

健 康 福 祉 部 233,379 1,373,901 

農 林 水 産 部 43,930 95,837 

観 光 商 工 部 144,855 133,089 

建 設 港 湾 部 66,084 240,571 

学 校 教 育 部 42,561 555,273 

社 会 教 育 部 68,043 414,211 

会   計   課 － 3,369 

議 会 事 務 局 3,023 17,735 

農 業 委 員 会 事 務 局 663 6,267 

選挙管理委員会事務局 － 4,681 

監 査 事 務 局 － 675 

合     計 815,012 3,918,142 
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車両購入に係る予算要求基準 

  （適用車両） 

１．本基準は、事務用などの一般車両に対し適用する。 

（更新年数） 

２．更新する車両の対象は、初年度登録から軽自動車で 15 年、小型乗用車で 17 年を

経過し、更新計画に計上された車両とする。ただし、財政課長が下記の基準に該当す

ると事前に認める場合は予算要求ができるものとする。 

（1）走行に著しい支障をきたしている場合 

（2）更新により、減車または車両の小型化が行われる場合 

（購入車両） 

３．購入する車両は次の基準とする。ただし、財政課長が特殊事情として事前に認める

場合はこの基準によらず予算要求ができるものとする。 

（1） 軽自動車を基本とする。 

（2） 軽自動車では業務に支障があると認められる場合は小型貨物車（バン）とする。 

（3） 上記により難い場合は、小型乗用車とする。 

（4） 作業車両は、業務に応じて軽トラック又は軽貨物とする。 

（予算要求限度額と仕様） 

４．購入車両に係る予算要求の限度額と仕様は、次のとおりとする。 

種類 駆動 
予算要求限度額 

（千円） 
参考車種 

軽自動車 
2ＷＤ １，２００ ダイハツ・ミライース、 

スズキ・アルトエコ 4ＷＤ １，３００ 

小型貨物車 

（バン） 

2ＷＤ ２，０００ トヨタ・プロボックス、 

日産・NV150 AD 4ＷＤ ２，１５０ 

小型乗用車 
2ＷＤ ２，３００ トヨタ・カローラフィルダー 

スバル・インプレッサ 4ＷＤ ２，４５０ 

軽トラック 4ＷＤ １，４００ 
ダイハツ・ハイゼットトラック、 

スズキ・キャリィ 

軽貨物 4ＷＤ １，５００ 
ダイハツ・ハイゼットカーゴ、 

スズキ・エブリィ 

※ 上記を基準に車両の性能はこれと同程度又はこれ以下とすること。 

※ 上記の予算要求限度額は、タイヤ等付属品、衝突安全装置、ドライブレコ 

ーダー、諸経費を含めた額である。 

  （一般会計の重量税及び自賠責保険料は財政課管財係支出のため除く） 

※ 2ＷＤと4ＷＤの選択については、用途を踏まえ判断すること。 

※ 特別会計においても、上記基準に準じた取扱いとすること。 

別紙３ 
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○予算要求基準に基づく車両更新計画一覧 

 

所属 現行車輌 更新車輌 

部 課 車名 年式 車検 年度 経過 車輌 

農林水産部 水産漁港課 ｷｬﾘｰ H13.12 R5.11 R5 22 年 軽トラック 

学校教育部 学校教育課 ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ H13.12 R6.12 R6 23 年 軽貨物 

学校教育部 学校教育課 ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ H15.2 R7.2 R6 21 年 軽貨物 

学校教育部 学校教育課 ｴｽﾃｨﾏ H15.2 R8.2 R7 22 年 小型電動車 

学校教育部 学校教育課 ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ H17.4 R9.4 R8 21 年 軽トラック 

農業委員会  ﾌﾟﾘｳｽ H22.4 R9.4 R8 17 年 小型電動車 

※車両の状態に応じ、車両更新計画に関わらず更新時期を先送りする場合があります。 

 


